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［事案 25-29］慰謝料、損害賠償請求  

・平成 25年５月 24日  不受理決定 

＜事案の概要＞ 

保険会社の募集人が、自分の勤務先の同僚等に対して、自分の起こした過去の事件の内容を

告げたことにより、精神的苦痛を受け、かつ勤務先の退職を余儀なくされて収入が途絶え困窮

していることから、慰謝料と損害賠償を求めて申立てのあったもの。 

＜不受理の理由＞ 

裁定審査会では、申立内容の適格性について審査を行った結果、下記のとおり判断し、指定

（外国）生命保険業務紛争解決機関「業務規程」第 24 条１項１号および９号にもとづき、申

立てを不受理とした。 

(1)当審査会に提出された申立書および添付書類を検討したところ、募集人が申立人の起こし

た過去の事件に関して、申立人の勤務先の同僚等に話をしたと認められるのは、平成 24

年６月の募集人からの同僚に対する電話である。 

(2)民法 715条により会社が被用者の行為について不法行為責任を負うのは、「その事業の執行

について」の行為についてであるが、募集人の保険会社における職務は保険の募集である

から、募集人の電話が募集行為の一環としてなされたものであることが認められるならば、

「その事業の執行について」なされた行為であるとも判断され、かかる場合は保険会社が

使用者として被用者（募集人）の不法行為につき責任を負う可能性があるが、申立書の記

載からはこれが認められない。 

(3)もちろん、各種証拠調べを行えば、募集人の不法行為および業務関連性が認められる可能

性も否定できないが、そのためには、当事者のみならず、申立人の同僚やその他の関係者

の証人尋問等が不可欠であるが、当審査会は裁判外紛争解決機関であるため、第三者の証

人尋問を求める手続きはなく、また、当事者の宣誓の上での反対尋問権を保障した証人尋

問等の手続きもないことから、当審査会において、上記事実を明らかにすることは困難で

ある。よって、本件については、裁判所における訴訟手続によることが適切であって、厳

密な証拠調手続をもたない当審査会において裁定を行うのは適当でないと判断する。 

 

【参考】 

民法 715 条（使用者等の責任） 

ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害

を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意

をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りではない。 

２ 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 

３ 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 

 

 


